
 

 

議 案 第  １  号  

 

 

市道路線の認定について 

 

市道路線を次のとおり認定する。  

 

令和８年２月２４日提出  

 

新居浜市長 古 川 拓 哉  

 

 

認定する路線  

路線

番号 
路  線  名  

起     点  

終     点  
経     過     地  

１１７３ 宇高町三丁目８番２号線  
宇高町三丁目１２７０番１地
先から宇高町三丁目１２７０
番４地先まで 

市道宇高町三丁目８番１号線から東
へ宇高町三丁目１２７０番４地先まで 

１１７４ 
新須賀町一丁目２番 １号
線 

新須賀町一丁目甲１６７番
１地先から新須賀町一丁
目甲１６７番８地先まで 
まで 

市道繁本新須賀線から北へ新須賀
町一丁目甲１６７番８地先まで 

１１７５ 高田一丁目７番１号線  
高田一丁目 ７４３番 ２地先
から高田一丁 目 ７４２番 １
地先まで 

市道宇高田の上線から南へ市道宇高
高田線まで 

１１７６ 庄内町二丁目２番１号線  
庄内町二丁目１０１７番１地
先から庄内町二丁目１０２２
番６地先まで 

市道河内庄内線から北へ庄内町二
丁目１０２２番６地先まで 

１１７７ 種子川町１番１号線  
種子川町甲１番２地先から
種子川町２９５４番２地先ま
で 

市道角野船木支線から北へ種子川
町２９５４番２地先まで 

１１７８ 田の上一丁目４番１号線  
田の上一丁目甲１０９０番２
地先から田の上一丁目甲
１０９０番３地先まで 

主要地方道壬生川新居浜野田線か
ら北へ田の上一丁目甲 １０９０番 ３地
先まで 

１１７９ 松木町４番１号線  
松木町甲５２３０番１地先か
ら松木町甲５２２５番３地先
まで 

主要地方道新居浜角野線から西へ
松木町甲５２２５番３地先まで 

 

提案理由  

道路法第８条第２項の規定により、本市における未認定道路を市道に認定するため、



 

 

本案を提出する。  

 

 

参照条文  

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）抜粋  

 

（市町村道の意義及びその路線の認定）  

第８条 第３条第４号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がそ

の路線を認定したものをいう。  

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ

当該市町村の議会の議決を経なければならない。  

３～５ （省 略）  

 

  
















